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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 17年 3月 8日 (2005.3.8)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 発 明 の 名 称
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 発 明 の 名 称 】
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 利 用 者 が ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て サ ー ビ ス を 受 け る た め に サ ー ビ ス 業 者 へ の サ ー バ コ ン ピ
ュ ー タ （ 以 下 接 続 サ ー バ ） と 前 記 利 用 者 が 所 有 す る ネ ッ ト 家 電 間 は 情 報 通 信 回 線 を 介 し て
、 前 記 ネ ッ ト 家 電 か ら の 接 続 に よ り 通 信 可 能 な 状 態 に あ り 、 前 記 接 続 サ ー バ で は 前 記 各 ネ
ッ ト 家 電 が イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続 に 必 要 な 接 続 情 報 （ 以 下 、 Ｉ Ｓ Ｐ 接 続 情 報 ） を 蓄 積 す る ネ
ッ ト 家 電 設 定 情 報 蓄 積 手 段 、 お よ び サ ー ビ ス 受 信 情 報 の 複 製 を 制 限 す る 情 報 制 限 手 段 を 有
し 、 前 記 ネ ッ ト 家 電 か ら の 接 続 確 立 時 に 端 末 機 器 特 定 番 号 （ 前 記 ネ ッ ト 家 電 が 設 置 さ れ た
家 庭 宅 の 識 別 番 号 ） に よ る 認 証 を 行 う 端 末 機 器 特 定 認 証 手 段 、 前 記 ネ ッ ト 家 電 か ら の Ｉ Ｓ
Ｐ 接 続 情 報 要 求 に 応 じ て 、 前 記 ネ ッ ト 家 電 設 定 情 報 蓄 積 手 段 に 蓄 積 さ れ た 前 記 Ｉ Ｓ Ｐ 接 続
情 報 を 検 索 す る 検 索 処 理 手 段 、 前 記 端 末 機 器 特 定 に 対 応 す る 前 記 Ｉ Ｓ Ｐ 接 続 情 報 を 前 記 ネ
ッ ト 家 電 に 送 信 す る Ｉ Ｓ Ｐ 接 続 情 報 送 信 手 段 を 含 み 、 各 前 記 ネ ッ ト 家 電 は 、 前 記 接 続 サ ー
バ に 接 続 を 行 う 接 続 手 段 と 前 記 Ｉ Ｓ Ｐ 接 続 情 報 を 受 信 す る Ｉ Ｓ Ｐ 接 続 情 報 受 信 手 段 を 含 む
こ と を 特 徴 と す る ネ ッ ト 家 電 接 続 。
【 請 求 項 ２ 】
　 接 続 サ ー バ で は 各 ネ ッ ト 家 電 が イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続 に 必 要 な 接 続 情 報 （ 以 下 、 Ｉ Ｓ Ｐ 接
続 情 報 ） を 蓄 積 す る ネ ッ ト 家 電 設 定 情 報 蓄 積 手 段 、 お よ び サ ー ビ ス 受 信 情 報 の 複 製 を 制 限
す る 情 報 制 限 手 段 を 有 し 、 前 記 ネ ッ ト 家 電 か ら の 接 続 確 立 時 に 端 末 Ｉ Ｄ に よ る 認 証 を 行 う
端 末 Ｉ Ｄ 認 証 手 段 、 前 記 ネ ッ ト 家 電 か ら の Ｉ Ｓ Ｐ 接 続 情 報 要 求 に 応 じ て 、 前 記 ネ ッ ト 家 電
設 定 情 報 蓄 積 手 段 に 蓄 積 さ れ た 前 記 Ｉ Ｓ Ｐ 接 続 情 報 を 検 索 す る 検 索 処 理 手 段 、 前 記 端 末 Ｉ
Ｄ に 対 応 す る 前 記 Ｉ Ｓ Ｐ 接 続 情 報 を 前 記 ネ ッ ト 家 電 に 送 信 す る Ｉ Ｓ Ｐ 接 続 情 報 送 信 手 段 を
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含 み 、 各 前 記 ネ ッ ト 家 電 は 、 前 記 端 末 Ｉ Ｄ 、 及 び 前 記 接 続 サ ー バ の ア ク セ ス 先 を 蓄 積 す る
手 段 、 前 記 接 続 サ ー バ へ の 接 続 を 行 う 手 段 、 及 び 前 記 Ｉ Ｓ Ｐ 接 続 情 報 を 受 信 す る Ｉ Ｓ Ｐ 接
続 情 報 受 信 手 段 を 含 む こ と を 特 徴 と す る ネ ッ ト 家 電 接 続 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 ネ ッ ト 家 電 設 定 情 報 蓄 積 手 段 は 、 少 な く と も 、 各 前 記 ネ ッ ト 家 電 に 対 応 す る 前 記 端
末 機 器 の 特 定 と 前 記 端 末 機 器 特 定 に 対 応 す る 前 記 Ｉ Ｓ Ｐ 接 続 情 報 を 蓄 積 す る こ と 、 お よ び
サ ー ビ ス 受 信 情 報 の 複 製 を 制 限 す る 情 報 制 限 手 段 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載
の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 ネ ッ ト 家 電 設 定 情 報 蓄 積 手 段 は 、 少 な く と も 、 各 前 記 ネ ッ ト 家 電 に 対 応 す る 前 記 端
末 Ｉ Ｄ と 前 記 端 末 Ｉ Ｄ に 対 応 す る 前 記 Ｉ Ｓ Ｐ 接 続 情 報 を 蓄 積 す る こ と 、 お よ び サ ー ビ ス 受
信 情 報 の 複 製 を 制 限 す る 情 報 制 限 手 段 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ 記 載 の

シ ス テ ム 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ６
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 本 発 明 （ 請 求 項 １ ） に お け る 原 理 を 図 １ に 示 す 。 サ ー ビ ス 事 業 者 は サ ー ビ ス 受 信 情 報 の
複 製 を 情 報 制 限 手 段 で 設 定 す る （ ス テ ッ プ １ ） 。 ネ ッ ト 家 電 は 接 続 サ ー バ に 接 続 の た め の
手 続 を 行 わ れ （ ２ ） 、 そ の 際 、 端 末 機 器 の 特 定 で き た 旨 の 通 知 を 行 う （
３ ） 。 接 続 サ ー バ は ネ ッ ト 家 電 か ら の 接 続 を 受 け 、 端 末 機 器 特 定 に よ る 認 証 と そ れ に 対 応
す る Ｉ Ｓ Ｐ 接 続 情 報 の 取 得 を 行 い （ ス テ ッ プ ４ ） 、 ネ ッ ト 家 電 に 対 し て Ｉ Ｓ Ｐ 接 続 情 報 お
よ び サ ー ビ ス 受 信 情 報 の 複 製 を 制 限 す る 情 報 を 送 信 す る （ ス テ ッ プ ５ ） 。 ネ ッ ト 家 電 は 接
続 サ ー バ か ら 受 信 し た Ｉ Ｓ Ｐ 接 続 情 報 お よ び サ ー ビ ス 受 信 情 報 の 複 製 を 制 限 す る 情 報 を 情
報 制 限 手 段 ２ １ １ に 設 定 し 、 Ｉ Ｓ Ｐ に 接 続 を 行 い （ ６ ） 、 そ の 後 、 Ｉ Ｓ Ｐ と の 間
で 認 証 番 号 、 暗 証 番 号 を も と に 接 続 が 確 立 さ れ る と と も に 、 制 限 を 受 け て い る サ ー ビ ス は
受 信 さ れ て も 無 視 さ れ る （ ス テ ッ プ ７ ） 。
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 本 発 明 （ 請 求 項 ２ ） に お け る 原 理 を 図 ２ に 示 す 。 サ ー ビ ス 事 業 者 は サ ー ビ ス 受 信 情 報 の
複 製 を 情 報 制 限 手 段 で 設 定 す る （ ス テ ッ プ １ ） 。 ネ ッ ト 家 電 は 接 続 サ ー バ に 接 続 を 行 い （
ス テ ッ プ ２ ） 、 そ の 際 、 端 末 Ｉ Ｄ の 通 知 を 行 う （ ３ ） 。 接 続 サ ー バ は ネ ッ ト 家 電
か ら の 接 続 を 受 け 、 端 末 Ｉ Ｄ に よ る Ｈ Ｔ Ｔ Ｐ ダ イ ジ ェ ス ト 認 証 と そ れ に 対 応 す る Ｉ Ｓ Ｐ 接
続 情 報 の 取 得 を 行 い （ ス テ ッ プ ４ ） 、 ネ ッ ト 家 電 に 対 し て Ｉ Ｓ Ｐ 接 続 情 報 お よ び サ ー ビ ス
受 信 情 報 の 複 製 を 制 限 す る 情 報 を 送 信 す る （ ス テ ッ プ ５ ） 。 ネ ッ ト 家 電 は 接 続 サ ー バ か ら
受 信 し た Ｉ Ｓ Ｐ 接 続 情 報 お よ び サ ー ビ ス 受 信 情 報 の 複 製 を 制 限 す る 情 報 を 情 報 制 限 手 段 ２
１ １ に 設 定 し て 、 Ｉ Ｓ Ｐ に 接 続 を 行 い （ ６ ） 、 そ の 後 、 Ｉ Ｓ Ｐ と の 間 で 認 証 番 号
、 暗 証 番 号 を も と に 接 続 が 確 立 さ れ る と と も に 制 限 を 受 け て い る サ ー ビ ス は 受 信 さ れ て も
無 視 さ れ る （ ス テ ッ プ ７ ） 。
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